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【県の取組状況】 

〇鳥取県の男女共同参画推進条例では、県の附属機関の委員は男女の数が均衡するよ

う努めることとされており、県の審議会等委員に占める女性割合は 42.4％（令和２

年４月）で全国３位となっている。また、「鳥取県男女共同参画計画」及び「鳥取県

女性活躍推進計画」により官民挙げての取組を進めることで、女性管理職のいる事業

所の割合、管理的地位に占める女性の割合が上昇するなど、県内における女性の活躍

が拡大している。 

  ・女性管理職のいる事業所の割合：平成 27 年 43.7％ → 令和２年 63.8％ 

・管理的地位に占める女性の割合：平成 27 年 19.9％ → 令和２年 26.4％ 

〇令和２年 12 月に策定した「鳥取県性にかかわりなく誰もが共同参画できる社会づく

り計画」及び「第２次鳥取県女性活躍推進計画」では、従業員 10 人以上の事業所の

管理的地位に占める女性割合を令和７年度までに 30％以上とする等の目標値を掲

げ、一人一人が能力を発揮できる職場環境づくりやあらゆる分野における男女共同

参画の推進に取り組むこととしている。 
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